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講義内容

概要
・指定みなし規定の適用拡大の概要
・施行後の運用内容
・施行後の手続窓口の一元化
・福祉事務所に必要な手続（一部の指定
申請、指定不要、指定除外）



１ 改正内容の概要
介護事業者と行政の負担軽減を目的として、介護
保険法による手続（名称変更等の届出、サービス
休廃止等）と生活保護法による同種の手続につい
て、連動させる範囲を拡大する生活保護法等の改
正が行われた。

（令和８年４月１日施行）。

※令和８年３月３１日申請（届出）分までは、
従来の運用（福祉事務所への手続）ですので、
ご注意ください！



２ 背景と目的
 生活保護受給者への介護サービス提供には

「生活保護法による指定」が必要

 介護保険法と生活保護法による指定手続の
二重負担が課題

 第15次地方分権一括法により、手続の合理化・
自治体業務の効率化と利用者利便性の向上
を図る目的



国の資料



根拠法令

※地方分権一括法

・生活保護法第５４条の２改
正（既存項目の改正、第７項
追加）

・生活保護法施行規則第１４
条改正（第５項追加）



これまでの介護事業所におけ
る当初の指定日に

関わらず、
指定（サービス追加）、廃止、
事業廃止、辞退、休停止、
再開、変更等の介護保険所
管課への届出の効果が生活

保護法による
届出とみなされる

「介護保険法による届出」＝
「生活保護法による届出」

とみなす



３ 指定みなし規定適用拡大のポイント①
国からの通知内容（参考）

① 平成２６年７月１日より前から生活保護指定の介護機関にお
ける施行日以降のみなし規定適用

（上記の改正法施行時より前から生活保護指定なく、新規に生活
保護指定を受ける介護機関は除く）

② 平成２６年７月１日～令和８年３月３１日に生活保護指定を
受けた介護機関における施行日以降のみなし規定適用

③ 指定の辞退・取消等、事業廃止に関し、生活保護指定を受け
ている介護機関における施行日以降のみなし規定適用

④ これまでみなし規定適用の対象になっていなかった名称等の
変更又は休廃止等の届出のみなし規定適用



平成２６年７月１日より
前の介護保険法の介護

機関において、
初めて新規に生活保護指
定を受ける場合は、従前
のとおり福祉事務所への
指定申請が必要

※介護保険所管課への
新規申請時に生活保護
法上の指定申請がされて
いなかった場合など



３ 指定みなし規定適用拡大のポイント②
○介護保険所管課への届出＝生活保護の届出

【介護保険指定を受けている事業所】

→新規指定（サービス追加含む）、指定廃止、事業廃止、辞退、休停止、
変更等の介護保険所管課への届出により、福祉事務所への届出は不要

※ただし、生活保護指定のみ指定不要等の場合は、

①これから指定申請予定の場合は指定不要の申出書（所定様式※）

②既に指定済みで辞退する場合は指定辞退届出書（所定様式※）

の提出が必要になる。※ホームページ掲載（ダウンロード可）



３ 指定みなし規定適用拡大のポイント③
○従来通りの申請が必要な場合

【平成２６年７月１日より前に介護保険指定を受けた事業所】

→改正法施行時より前から生活保護指定なく、新規に生活保
護指定のみ受ける場合は、福祉事務所への申請必要

※注意点※

⇒介護保険所管課への新規申請時に生活保護法上の指定申請が
されていなかった場合や指定不要・辞退後の新規申請などが該当し
ます。

生活保護指定がされていないことが判明した場合は、指定申請等に
ついて福祉事務所への提出をお願いする場合があります。



国の資料（図解）



一覧表（令和８年４月１日施行）
手続 

旧制度（平成２６年 7 月より前）

で指定された事業所 

平成２６年 7 月以降に指定された 

事業所 

（生活保護

法上のみ） 

新規の指

定申請 

福祉事務所に申請必要 

生活保護法上のみ指定不要・辞退し

ていて、あらためて新規に指定する

場合は福祉事務所に申請必要 

指定（サー

ビス追加、

廃止・休停

止・辞退・

再開、変更

等届出 

介護保険所管課で各種届出を受

ければ、生活保護法上の指定又

は届出もあったものとみなす。 

介護保険所管課で各種届出を受け

れば、生活保護法上の指定又は届

出もあったものとみなす。 

（生活保護

法上のみ） 

指定不要 

指定辞退 

福祉事務所に届出必要 福祉事務所に届出必要 

 



制度見直しのメリット
 事業者の負担軽減⇒申請・届出の重複排除

 行政内の運用効率向上⇒届出審査を介護保険所管課に一元化

（一部は福祉事務所）

 事業者視点の利便性向上⇒届出等の効力発生時期の

タイムラグが減少⇒手続きの明確化で煩雑さの軽減



まとめ
 介護保険所管課の指定手続や届出が自動で連動するため、

生活保護法上の届出は不要（一部の指定申請や辞退等を除く）

 重複していた申請手続を削減し、届出窓口の一元化による問い合わせ先の明確化

 行政内業務効率と事業者利便性の両立

 市内介護事業所向けの、制度見直しの周知（御案内チラシ・ホームページ等※）予定

※御案内チラシは、２月の集合介護券に同封予定。

※令和８年４月１日以降のホームページを御覧ください。



ありがとうございます

【本改正に関する問い合わせ窓口】
川崎市健康福祉局
生活保護・自立支援室
医療・介護指導担当
Tel.０４４－２００－２６４５
Mail:40hogo@city.Kawasaki.jp

mailto:40hogo@city.Kawasaki.jp

